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(57)【要約】
　本発明は、プラグコネクタ（２０）と、少なくとも１
つの内部導体（３２）および内部導体（３２）を囲繞す
る外部導体（３４）を包含してプラグコネクタに接続さ
れるケーブル（３０）とを包含し、ケーブルの外部導体
（３４）がプラグコネクタ（２０）の外部導体ハウジン
グ（２４）に電気的に接続される、プラグコネクタ構成
（１０）に関する。プラグコネクタ構成（１０）はさら
に、ケーブルの外部導体（３４）とほぼ同じ内径（Ｄ）
を有し、外部導体（３４）の軸方向前端部（Ａ）に隣接
し、内部導体のシールドをケーブル前端部の方向に連続
させる、内部導体（３２）を囲繞するスリーブ部品（５
０）を包含する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラグコネクタ（２０）と、少なくとも１つの内部導体（３２）および前記内部導体（
３２）を囲繞する外部導体（３４）を包含して前記プラグコネクタに接続されるケーブル
（３０）とを包含し、前記ケーブルの前記外部導体（３４）が前記プラグコネクタ（２０
）の外部導体ハウジング（２４）に電気的に接続される、プラグコネクタ構成（１０）に
おいて、
　前記ケーブルの前記外部導体（３４）とほぼ同じ内径（Ｄ）を有し、前記外部導体（３
４）の軸方向前端部（Ａ）に隣接し、前記内部導体のシールドをケーブル前端部の方向に
連続させる、前記内部導体（３２）を囲繞するスリーブ部品（５０）を包含する
　ことを特徴とするプラグコネクタ構成。
【請求項２】
　前記スリーブ部品（５０）の前記プラグコネクタとは反対に向く側で前記内部導体を囲
繞する支持スリーブ（６０）を包含することを特徴とする、請求項１に記載のプラグコネ
クタ構成。
【請求項３】
　前記支持スリーブ（６０）が径方向に前記外部導体（３４）の外側に構成されることを
特徴とする、請求項２に記載のプラグコネクタ構成。
【請求項４】
　前記外部導体（３４）が前記支持スリーブ（６０）の上に折り返されることを特徴とす
る、請求項２または３に記載のプラグコネクタ構成。
【請求項５】
　前記スリーブ部品（５０）が例えば圧着スリーブのようなシリンダバレル形スリーブで
あることを特徴とする、請求項１から４の少なくともいずれかに記載のプラグコネクタ構
成。
【請求項６】
　前記外部導体ハウジング（２４）が前記ケーブル（３０）の端部を受容するスリーブ区
分（２６）を含み、前記スリーブ区分（２６）の壁部が径方向に前記スリーブ部品（５０
）および／または前記支持スリーブ（６０）の外側に位置することを特徴とする、請求項
１から５の少なくともいずれかに記載のプラグコネクタ構成。
【請求項７】
　前記スリーブ部品（５０）の位置および／または前記支持スリーブ（６０）の位置にお
ける前記外部導体ハウジング（２４）の前記スリーブ区分（２６）と前記ケーブル（３０
）との間の１つ以上の圧着接続を包含することを特徴とする、請求項６に記載のプラグコ
ネクタ構成。
【請求項８】
　前記スリーブ部品（５０）のケーブル側端部が前記外部導体（３４）の軸方向端部（Ａ
）に直接的に当接し、および／または、前記スリーブ部品（５０）のプラグコネクタ側端
部が前記外部導体ハウジング（２４）の軸方向リミット停止部（２５）に直接的に当接し
、前記軸方向リミット停止部で前記外部導体ハウジング（２４）が前記ケーブルの前記外
部導体（３４）と実質的に同じ内径（Ｄ）を有することを特徴とする、請求項１から７の
少なくともいずれかに記載のプラグコネクタ構成。
【請求項９】
　前記外部導体（３４）が編組体、例えばワイヤ編組体の形態であり、および／または、
前記内部導体（３２）が誘電体または１つ以上の絶縁ワイヤにより囲繞されるコアの形態
であることを特徴とする、請求項１から８の少なくともいずれかに記載のプラグコネクタ
構成。
【請求項１０】
　前記ケーブル（３０）が同軸ケーブル、シールド付きツイストペアケーブル、シールド
付きスターカッドケーブルまたは同等物であることを特徴とする、請求項１から９の少な
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くともいずれかに記載のプラグコネクタ構成。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラグコネクタとプラグコネクタに接続されるケーブルとで構成されるプラ
グコネクタ構成に関する。ケーブルは少なくとも１つの内部導体および内部導体を囲繞す
る外部導体を有し、外部導体はプラグコネクタの外部導体ハウジングと電気的に接続され
る。
【背景技術】
【０００２】
　プラグコネクタは、プラグコネクタを相手方プラグコネクタと接続するためのプラグ側
端部と、ケーブルが（好ましくははんだ付けまたは圧着によって分離不能に）装着される
ケーブル側端部とを有する。ゆえに、ケーブルの内部導体が接触ピンまたは接触ソケット
のようなプラグコネクタの内部導体部品と電気的に接続され、ケーブルの外部導体が内部
導体部品を囲繞するプラグコネクタの外部導体ハウジングと電気的に接続され、その結果
、好ましくはケーブルからプラグコネクタのプラグ側端部まで連続的なシールドが形成さ
れる。
【０００３】
　プラグコネクタとケーブルとの間の接続を作成するために、導電材料で構成されて少な
くともある区分ではスリーブ形である外部導体ハウジングが外部導体の軸方向端区分と共
に圧着または押圧されることが知られている。このために、プラグコネクタ構成の製造中
に、ケーブルがその前端部で剥離され、または、ケーブルシースのある区分が除去され、
その結果、外部導体が露出される。その後、外部導体を囲繞する外部導体ハウジングが外
部導体と共に押圧される。
【０００４】
　しかし、上述の従来方式で製造されるプラグコネクタ構成はしばしばプラグコネクタと
ケーブルとの間の接続の領域で最適な電気整合にならないことが分かっている。特に、想
定した特性インピーダンスからの不所望の逸脱、例えばインピーダンスの不所望の増大が
接続領域で発生することがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した問題を考慮して、本発明の目的は、プラグコネクタとケーブルとの間の安定し
た高引張強度の接続であり、好ましくはケーブルの長手方向のその全範囲にわたって最適
な電気整合にもなるものを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題は、請求項１に記載のプラグコネクタ構成によって解決される。本発明の有利
なさらなる展開は、従属請求項に記載される。
【０００７】
　本発明によるプラグコネクタ構成は、外部導体の軸方向前端部に隣接することで、外部
導体（または内部導体シールド）を軸方向に（プラグコネクタのプラグ側端部の方向に）
連続させる、内部導体を囲繞するスリーブ部品を有する。ゆえに、スリーブ部品がケーブ
ルの外部導体とほぼ同じ内径を有することが重要である。言い換えると、内部導体とプラ
グコネクタの内部導体部品との接続を可能にするためにケーブル前端部に設けられる外部
導体不在領域でスリーブ部品がケーブルの内部導体を囲繞する。好ましくは、外部導体の
軸方向前端部とプラグコネクタの軸方向リミット停止部との間にスリーブ部品が設けられ
る。
【０００８】
　本発明は、ケーブル幾何学形状を変化させずにケーブルの長手方向で同じままであるイ
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ンピーダンスを達成するためには、ケーブルの内部導体と外部導体との間の距離も実質的
に同じままでなければならないという知識に基づいている。例えば、ケーブルの内部導体
と外部導体との間の距離の増大は概して、誘導領域またはインピーダンスの不所望の増大
につながる。従来のプラグコネクタ構成では、外部導体の軸方向前端部で内部導体とその
シールドとの間の距離の不所望の突然の変化が概して発生するのに対して、本発明によれ
ば、スリーブ部品の結果として、外部導体の軸方向前端部の領域でも内部導体から一定の
距離でシールドが連続し、その結果、この領域でインピーダンスの変化が発生しない。
【０００９】
　好ましくは、スリーブ部品の内径と外部導体の内径との間の比は、０．９から１．２の
間、特に好ましくは０．９５から１．１の間、特に０．９８から１．０５の間に位置し、
その結果、外部導体は、その軸方向前端部にて事実上無段階方式でスリーブ部品に移行し
、または、実際に事実上無段階方式でこれに当接する。このようにして、外部導体の前端
部での内部導体とそのシールドとの間の距離の突然の変化が確実に防止される。
【００１０】
　スリーブ部品は、閉じたシリンダバレル形スリーブとして単一部品で形成されうるが、
この場合には、ケーブル前端部を始点として、外部導体の軸方向前端部の方向に内部導体
に（またはいくつかの内部導体に）押し付けられる。代替的に、スリーブ部品はまた、ス
リーブを装着する時の押圧動作によってのみ閉じられて全面で内部導体を囲繞する開いた
スリーブとして形成されうる。さらなる代替手段として、スリーブ部品は、異なる面から
内部導体に載置される２つ以上のスリーブシェルで構成されうる。好ましくは、スリーブ
部品は、実質的にシリンダバレル形のチューブ区分またはチューブの形態であり、金属、
特に銅、銀または同等物のような導電材料で構成される。
【００１１】
　スリーブ部品に加えて、スリーブ部品のプラグコネクタとは反対に向く側で内部導体を
囲繞する支持スリーブをケーブルが有しうる。支持スリーブが径方向に外部導体の外側に
構成される場合には特に、支持スリーブの内径がスリーブ部品の内径よりいくらか大きく
、その結果、支持スリーブが外部導体の外側に問題なく嵌着されうるのに対して、スリー
ブ部品が内部導体の外側には嵌着されうるが外部導体の外側には嵌着されえない場合に有
利であることが確認されている。これは、内部導体とシールドとの間の実質的に一定の距
離がケーブル端部の全長にわたって維持されることを確実にする。支持スリーブとは違っ
て、スリーブ部品は、軸方向に外部導体の隣に構成されるが、好ましくは外部導体と同じ
径方向平面には構成されず、その結果、外部導体とスリーブ部品とは、ケーブルの長手方
向で重複しない。
【００１２】
　外部導体がワイヤ編組体または同等物の形態である場合には特に、支持スリーブが外部
導体の前端部を所定箇所に保持および固定する役割を果たしうる。これに関して、支持ス
リーブのプラグコネクタ側端部がケーブルの長手方向で外部導体の軸方向前端部と実質的
に一致し、その結果、支持スリーブが外部導体をその軸方向前端部まで支持および保持す
る場合に有利であることが確認されている。
【００１３】
　外部導体と支持スリーブと外部導体ハウジングとの間の最適な電気的および機械的接続
を達成するために、外部導体が支持スリーブの上に折り返されると有利であることが確認
されている。この場合には、好ましくはワイヤ編組体の形態の外部導体と支持スリーブま
たは外部導体ハウジングとの間における特に耐久性のある安定した圧着接続が押圧により
作成されうる。
【００１４】
　好ましくは、スリーブ部品のケーブル側端部と支持スリーブまたはこれの上に折り返さ
れる外部導体のプラグコネクタ側端部との間の距離は、２ｍｍ未満、特に１ｍｍ未満であ
る。スリーブ部品のケーブル側端部が支持スリーブまたはこれの上に折り返される外部導
体のプラグコネクタ側端部に直接的に当接する場合に特に有利である。この場合には、外
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部導体と外部導体ハウジングとの間の電気的接続は、直接的にだけでなくスリーブ部品を
介して間接的にも確立される。
【００１５】
　本発明の特に好適な態様において、スリーブ部品および／または支持スリーブは、少な
くともある区分では圧着スリーブのようなシリンダバレル形スリーブの形態であり、単一
部品として形成されうる、または、いくつかのシリンダシェル部品で構成されうる。スリ
ーブ部品の内径は内部導体を囲繞する絶縁体の外径に整合されうる、および／または、支
持スリーブの内径は外部導体の外径に整合されうる。
【００１６】
　すでに述べたように、外部導体ハウジングは好ましくはケーブル端部を受容するスリー
ブ区分を含み、スリーブ区分の壁部は径方向にスリーブ部品および／または支持スリーブ
の外側に位置する。言い換えると、スリーブ区分は、少なくとも支持スリーブまでケーブ
ル端部を収容するように設計される。一方で、これは、内部導体の連続的なシールドを確
実にする。他方で、スリーブ区分の壁部に外側から径方向押圧力を印加することによりス
リーブ区分をケーブルと共に押圧することが簡単な手段により可能である。結果的に、ケ
ーブルが耐引張力方式でプラグコネクタに保持される。
【００１７】
　本発明の特に重要な観点によれば、プラグコネクタ構成は、スリーブ部品の位置および
／または支持スリーブの位置における外部導体ハウジングのスリーブ区分とケーブルとの
間の１つ以上の圧着接続を有する。スリーブ部品の領域における第１圧着接続と支持スリ
ーブの領域における少なくとも１つの第２圧着接続とを設けると特に有利であることが確
認されている。一方で、これは、外部導体と外部導体ハウジングとの間における良好な電
気的接触と安定した機械的接続とを保証する。他方で、外部導体と内部導体との両方に対
して支持スリーブとスリーブ部品との両方が所定箇所に固定されることが確実にされる。
【００１８】
　最適な特性インピーダンス挙動を達成するために、スリーブ部品のプラグコネクタ側端
部が外部導体ハウジングの軸方向リミット停止部に直接的に当接すると好都合であること
が確認されている。軸方向リミット停止部を始点として、外部導体ハウジングは好ましく
は、ケーブルの外部導体のものに実質的に対応する内径をプラグコネクタのプラグ側端部
の方向に有する。プラグコネクタの軸方向リミット停止部と外部導体の軸方向前端部との
間の距離は好ましくは、スリーブ部品の軸方向寸法に実質的に対応する。
【００１９】
　経済的な製造性を達成するために、および、比較的軽いケーブル重量を達成するために
、外部導体がワイヤ編組体のような編組体の形態であると有利であることが確認されてい
る。ワイヤ編組体は、圧着接続を作成するのにも特に適しており、支持スリーブの上に折
り返すのに適している。
【００２０】
　他方で、内部導体は、誘電体または１つ以上の絶縁ワイヤにより囲繞されるコアの形態
でありうる。例えば、ケーブルを介した１つ以上の差動信号の伝送のために、１つ以上の
内部導体ペアが設けられる。２つの内部導体ペアが例えばスターカッド構成で延在しうる
。好ましくは、全ての内部導体がワイヤ編組体の形態の共通の外部導体により囲繞される
。
【００２１】
　ケーブルは、同軸ケーブル、シールド付きツイストペアケーブル、シールド付きスター
カッドケーブルまたは同等物でありうる。そのようなケーブルは概してＨＦ信号を伝送す
るのに使用され、この場合には、信号の歪みを回避するために、最適な電気整合が特に重
要である。
【００２２】
　以下の記載において、同封の図面を参照して本発明が説明される。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】本発明によるプラグコネクタ構成の部分的に長手断面図として表される概略側面
図を示す。
【図２】図１に示されるプラグコネクタ構成の断面図（断面Ｓ）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１に概略的に表される本発明によるプラグコネクタ構成１０は、プラグコネクタ２０
、例えば同軸プラグコネクタと、それに装着されるケーブル３０、例えば同軸ケーブル、
スターカッドケーブルまたは同等物とで構成される。
【００２５】
　プラグコネクタ２０は、図１の左側に示されるそのプラグ側端部での相手方プラグコネ
クタ、例えばソケット部品との接続のために設計される。ケーブル３０は、図１の右側に
示されるプラグコネクタ２０のケーブル側端部に耐引張力方式で装着される。
【００２６】
　ケーブル３０は、（この場合には、例として）各々が絶縁体で被覆されるワイヤの形態
の撚られた内部導体３２を合計４つ有する。いずれの場合にも、２つの内部導体３２が差
動信号、例えばＨＦ信号または同等物の伝送のための差動導体ペアを形成する。４つの内
部導体３２は、内部導体３２を外側からシールドするワイヤ編組体の形態の共通の外部導
体３４により囲繞される。ワイヤ編組体は、ワイヤ絶縁体の外側に当接する。外部導体３
４は、プラスチックのような非導電材料で製作されるケーブルシース８０により外側で同
軸に囲繞される。
【００２７】
　内部導体３２の各々は、プラグコネクタ２０に向くそれらの前端部で、プラグコネクタ
２０の内部導体接点（不図示）と電気的に接続される。外部導体３４は、プラグコネクタ
２０に向くその前端区分で、プラグコネクタ２０のプラグ側端部まで内部導体３２のシー
ルドを連続させるプラグコネクタの外部導体ハウジング２４と電気的に接続される。
【００２８】
　ケーブル前端部は、外部導体ハウジング２４のベース区分を始点としてケーブル側に突
出する外部導体ハウジング２４のチューブ状のスリーブ区分２６に収容される。スリーブ
区分２６の内径がケーブルシース３０の外径に実質的に対応し、その結果、ケーブル３０
がスリーブ区分２６により形成される開口部に導入されうる。
【００２９】
　ケーブル３０の前端部でケーブルシース８０が除去され、その結果、外部導体３４が露
出されてスリーブ区分２６の壁部と電気的に接触しうる。
【００３０】
　外部導体３４の軸方向前端部Ａのより良好な固定を提供するために、特に外部導体３４
と外部導体ハウジング２４との間の圧着接続の製造中の内部導体３２の損傷を防止するた
めに、外部導体３４の前区分に支持スリーブ６０が設けられる。
【００３１】
　外部導体３４のワイヤ編組体が支持スリーブの前端部の上に折り返され、その結果、外
部導体３４のワイヤ編組体が支持スリーブ６０に内側および外側で当接する。結果的に、
支持スリーブ６０の前端部に当接するワイヤ編組体が外部導体３４の軸方向前端部Ａを形
成する。
【００３２】
　図１に明確に示されるように、ケーブル外部導体のない空間が外部導体３４の軸方向端
部Ａとプラグコネクタのリミット停止部２５との間に形成され、そこでは内部導体３２と
スリーブ区分２６との間の距離がかなりある。従来のプラグコネクタ構成では、外部導体
３４の前端部Ａで突然変化する内部導体とシールドとの間のこの距離は、不適当な電気整
合を伴う誘導領域につながる。
【００３３】
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　本発明によれば、ケーブル外部導体のないこの空間では、導電材料で構成されるスリー
ブ部品５０が径方向に内部導体３２の外側に構成される。スリーブ部品の内径Ｄが外部導
体３４の直径に実質的に対応し、その結果、外部導体３４の軸方向端部を始点として、ス
リーブ部品５０のプラグコネクタ側端部までシールドの内径の突然の変化が発生しない。
スリーブ部品５０のケーブル側端部は、外部導体３４の軸方向端部Ａに直接的に当接する
。
【００３４】
　他方で、スリーブ部品６０のプラグコネクタ側端部は好ましくは、外部導体ハウジング
２４の軸方向リミット停止部２５に当接する。リミット停止部２５を始点として、外部導
体ハウジング２４の外部導体領域２８が設けられ、そこでは外部導体ハウジング２４の内
径が外部導体３４の内径Ｄに実質的に対応する。結果的に、シールドが内部導体から一定
の距離でプラグコネクタのプラグ側端部の方向に連続する。
【００３５】
　図２には、本発明によるプラグコネクタ構成がスリーブ部品５０を通る断面Ｓでの断面
図で示される。スリーブ部品５０により囲繞される４つの内部導体３２が明確に示される
。そして、スリーブ部品５０が外部導体ハウジング２４のスリーブ区分２６により囲繞さ
れる。スリーブ区分２６に外側から径方向押圧力を印加することにより、スリーブ区分２
６の壁部がスリーブ部品５０に外側から押圧される。
【００３６】
　本発明は、上述の実施形態に限定されない。特に、スリーブ部品は異なる形態であって
もよい。スリーブ部品が外部導体をその軸方向端部を始点としてケーブル前端部の方向に
連続させて内部導体とシールドとの間の距離を維持することが特に重要である。

【図１】

【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月19日(2017.9.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラグコネクタ（２０）と、少なくとも１つの内部導体（３２）および前記内部導体（
３２）を囲繞する外部導体（３４）を包含して前記プラグコネクタに接続されるケーブル
（３０）とを包含し、前記ケーブルの前記外部導体（３４）が前記プラグコネクタ（２０
）の外部導体ハウジング（２４）に電気的に接続される、プラグコネクタ構成（１０）に
おいて、前記ケーブルの前記外部導体（３４）とほぼ同じ内径（Ｄ）を有し、前記外部導
体（３４）の軸方向前端部（Ａ）に隣接し、前記内部導体のシールドをケーブル前端部の
方向に連続させる、前記内部導体（３２）を囲繞するスリーブ部品（５０）と、前記スリ
ーブ部品（５０）の前記プラグコネクタとは反対に向く側で前記内部導体を囲繞する支持
スリーブ（６０）とをさらに包含し、前記外部導体（３４）が前記支持スリーブ（６０）
の上に折り返され、前記外部導体ハウジング（２４）が前記ケーブル（３０）の端部を受
容するスリーブ区分（２６）を含み、前記スリーブ区分（２６）の壁部が径方向に前記ス
リーブ部品（５０）および前記支持スリーブ（６０）の外側に位置する、プラグコネクタ
構成であって、前記スリーブ部品（５０）の位置および前記支持スリーブ（６０）の位置
における前記外部導体ハウジング（２４）の前記スリーブ区分（２６）と前記ケーブル（
３０）との間のいくつかの圧着接続を包含することを特徴とするプラグコネクタ構成。
【請求項２】
　前記スリーブ部品（５０）がシリンダバレル形スリーブであることを特徴とする、請求
項１に記載のプラグコネクタ構成。
【請求項３】
　前記スリーブ部品（５０）のケーブル側端部が前記外部導体（３４）の軸方向端部（Ａ
）に直接的に当接し、および／または、前記スリーブ部品（５０）のプラグコネクタ側端
部が前記外部導体ハウジング（２４）の軸方向リミット停止部（２５）に直接的に当接し
、前記軸方向リミット停止部で前記外部導体ハウジング（２４）が前記ケーブルの前記外
部導体（３４）と実質的に同じ内径（Ｄ）を有することを特徴とする、請求項１または２
に記載のプラグコネクタ構成。
【請求項４】
　前記外部導体（３４）が編組体、例えばワイヤ編組体の形態であり、および／または、
前記内部導体（３２）が誘電体または１つ以上の絶縁ワイヤにより囲繞されるコアの形態
であることを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載のプラグコネクタ構成。
【請求項５】
　前記ケーブル（３０）が同軸ケーブル、シールド付きツイストペアケーブル、シールド
付きスターカッドケーブルまたは同等物であることを特徴とする、請求項１から４のいず
れかに記載のプラグコネクタ構成。
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